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「指定介護老人福祉施設」重要事項説明書（新入所者用） 

 

 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方

が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 
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１．施設経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 泉和会 

（２）法人所在地    宮城県仙台市泉区根白石字新坂上１６番地の１ 

（３）電話番号      ０２２－３７６－４３０１ 

（４）代表者氏名    理事長 庄司 一智 

（５）設立年月      昭和６３年８月１８日 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設 

平成１２年１月２４日指定 宮城県０４７５５００１２０号 

（２）施設の目的  指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用  

          者）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む 

          ことができるように支援することを目的として、ご契約者に、日 

          常生活を営むために必要な居室および共用施設等をご利用いただ 

          き、介護福祉施設サービスを提供します。 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（仙台市指定 第０４７５５００１２０号） 



 2 

          この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介 

          護が必要とし、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利 

          用いただけます。 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム 泉和荘 

（４）施設の所在地  宮城県仙台市泉区根白石字新坂上１６番地の１ 

（５）電話番号      ０２２－３７６－４３０１ 

（６）管理者氏名    宍 戸  衡 

（７）当施設の運営方針  

① 当事業所は入所者にとって常に明るく生活できる場とし、子供たちとのふれあいの中

に、思いやり、いたわり、優しさのあふれる所となるよう全職員とともに心を合わせ

最善の努力をし、その業務を遂行するものとする。 

② 職員は、常に、園の規律を遵守し、自己啓発と相互の研鑚に努め、入所者とその家族、

地域住民との交流を密にし、施設と地域福祉発展の目標に向け努力するものとする。 

（８）開設年月      平成元年４月１日 

（９）入所定員      ５０人 

（10）短期入所定員  ４人 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則として 4 人部屋

ですが、個室など他の種類の居室への入居をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。（但

し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。）（※各

施設における居室の決定方法を説明） 

居室・設備の種類 室数 備    考 

個室（１人部屋） ４室 ショートステイ専用 

２人部屋  １室  

４人部屋 １２室  

合 計 １７室  

食堂 １室  

機能訓練室 １室  

浴室 １室 機械浴・特殊浴槽 

医務室 １室  

※上記は、厚労省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている

施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費

用はありません。 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況によ

り施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合

があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 
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４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 指定基準 

１．管理者 １ １名 

２．生活相談員兼介護支援専門員 １ １名 

３．生活相談員 １ １名 

４．介護職員  

２１ 

 

１８名 ５．看護職員 

６．機能訓練指導員（看護職員と       

兼務，作業療法士） 

 

０.２ １名 

７．医師 ０.１ １名 

８．栄養士 １ １名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤の所

定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。（例）週８時間勤務の介護職員が５名い

る場合、常勤換算では、１名（８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１．医師 毎週水曜日 １４：００～１６：００（内科） 

２．介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早番   ６：００～１５：００     １名 

７：００～１６：００      １～２名 

日勤  ９：００～１８：００   １～２名 

遅番 １０：００～１９：００   １～２名 

夜勤 １６：３０～ ９：３０     ２名 

３．看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日勤  ９：００～１８：００     １名 

 ５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。  
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<サービスの概要>   

 ①食 事 

ア 食事の摂取 

  入所者の心身の状況に応じて、多種多様な自助具を用意し、又適切な介助技術をもって

自立支援を行いながら、安全に楽しく摂取して頂ける形態での食事の提供を行う。又、基

本的には食堂にて摂取するように援助を行う。 

イ 食事時間 

  朝食  ７：３０～ ８：３０ 

  昼食 １２：００～１３：００ 

  夕食 １７：３０～１９：００ 

ウ 食事内容 

  食事内容は入所者の心身の状況及び健康面に配慮し、さらに嗜好を考慮して食事内容の

提供を行う。複数のメニューにより選択して頂ける形態での食事の提供も行う。 

 ②入 浴 

ア 入浴は週２回行います。 

イ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

 ③排 泄 

 入所者の心身の状況に応じて、適切な排泄用品と介護技術を用いながら自立に向けた援助

を行う。又おむつを使用している利用者に対しては個々の状態に応じて随時対応する。 

 ④離 床 

 多種多様な車椅子等の移動用の介護機器を用意し、入所者の心身の状況に応じて使用し離

床を行う。 

 ⑤着替え・整容 

 入所者の心身の状況に応じて、日常生活の充実と自立支援を目指して適切な援助を行う。 

 ⑥機能訓練 

 入所者の心身の状況を踏まえて、リハビリ体操やクラブ活動を実施し、さらに個別のリハビ

リ計画に添って日常における生活リハビリの提供を行う。 

 ⑦健康管理 

ア 日常の健康管理 

入所者が有する疾病等の把握を行うと共に、入所期間におけるその状態と健康管理を行う。 

イ 医師及び医療機関との連携 

  嘱託医の週１回の回診とかかりつけ医との連携をもとに必要な援助・措置を講ずる。 

 ⑧相談・援助 

 入所者の生活状況について的確な把握を行った上で､適切な援助を行えるように努める。ま

た、多種多様なニーズに対して、便宜相談に応ずるとともに必要に応じて適切な指導・助言

及び関係機関との調整を行う。 

 ⑨その他のサービス提供 

 入所者の心身状態において、必要な援助においては、多様なサービスメニュー及び提供場

所を用意し、入所者の心身の状況及び維持及び安定を図ると共に自立支援に向けての援助を

行う。 
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<サービス利用料金> 

介護保険負担割合証に記載される割合にて下記の料金表から、ご契約者の要介護度に応じた

サービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と食事に係る標準自己負

担額の合計金額をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異な

ります。） 

☆介護度による利用者負担 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護１ 

６,０４９円 

要介護２ 

６,７６７円 

要介護３ 

７,５１７円 

要介護４ 

８,２３６円 

要介護５ 

８,９４５円 

２．介護保険からの給付 
（上段１割負担・下段２割負担 

 下段３割負担） 

５,４４４円 

４,８３９円 

４,２３４円 

６,０９０円 

５,４１３円 

４,７３６円 

６,７６５円 

６,０１３円 

５,２６１円 

７,４１２円 

６,５８８円 

５,７６５円 

８,０５０円 

７,１５６円 

６,２６１円 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１割） 
６０５円 ６７７円 ７５２円 ８２４円 ８９５円 

４．サービス利用に係る 

自己負担額（２割） 
１,２１０円 １,３５４円 １,５０４円 １,６４８円 １,７８９円 

５．サービス利用に係る 

自己負担額（３割） 
１,８１５円 ２,０３１円 ２,２５６円 ２,４７１円 ２,６８４円 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻

されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要と

なる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を

変更します。 

☆ご契約者が、6日以内の入院又は外泊をされた場合のお支払いについては、所定の利用料金を

お支払いください。 

☆各種加算 

・外泊時費用（入院、外泊時に１ヶ月に６日を限度） 

２５３円／日（２割：５０６円、３割：７５８円） 

・初期加算（入居日より３０日間） ３１円／日（２割：６２円、３割：９３円） 

・日常生活継続支援加算 ３７円／日（２割：７４円、３割：１１１円） 

・生活機能向上連携加算 ２０６円／月（２割：４１１円、３割：６１７円） 

・療養食加算 ７円／回（２割：１３円、３割１９円） 

・看護体制加算（Ⅰ）イ ７円／日（２割：１３円、３割：１９円）   

・看護体制加算（Ⅱ）イ １４円／日（２割：２７円、３割：４０円） 

・看取り介護加算Ⅰ ７４円（４５日前）～１３１５円（当日） 

          退所日を基準として４５日前から当日まで 

・再入所時栄養連携加算 ２０６円／月（２割：４１１円、３割：６１７円） 

・褥瘡マネジメント加算Ⅲ（３ヶ月に１回を限度） １１円／月（２割：２１円、３１円） 

・排せつ支援加算Ⅳ １０３円／月（２割：２０６円、３割：３０９円） 

・夜勤職員配置加算Ⅲ ２９円／日（２割：５８円、３割：８７円） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  総単位数×０.１４×１０.２７／月 

 

 



 6 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>     

 ①貴重品の管理 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りで

す。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金、少額の現金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書 

○保管管理者：施設長 

○出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。  

・ 預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出して

いただきます。 

・ 保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・ 保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。 

○利用料金：１か月当たり ２，０００円 積算根拠：ガソリン代、人件費等を加味し設定。 

②複写物の交付 

  ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。 

    １枚につき    １０円 積算根拠 原価 

③電気料 

  ご契約者の希望により、個人所有のテレビなどの電化製品を使用する場合には、実費ご負

担いただきます。 

   １か月につき    １,０００円（積算根拠：基本料金、消費電力量により算出） 

④居住費 

  ご契約者にかかる居住費（部屋代）の費用です。（利用者負担額により負担内容が違います。） 

  料金：１日あたり９１５円 

⑤食 費 

  ご契約者に提供する食事にかかる費用です。（利用者負担額により負担内容が違います。） 

  料金：１日あたり１,４４５円 
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☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが    

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までに

ご説明します。 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月１５日ま

でに以下のいずれかの方法でお支払いください。（１か月に満たない期間のサービスに関する

利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．窓口での現金支払い 

イ． 下記指定口座への振り込み 

仙台銀行 将監支店 

普通 ８１０７７２４ 

社会福祉法人 泉和会 特別養護老人ホーム 泉和荘 

園長 宍 戸  衡 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するもの

ではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

（４）協力医療機関  

医療機関 所在地 電話番号 診療科 

渋谷クリニック 富谷市日吉台２丁目３８－１０ 348－5211 内 科 

岩切病院 仙台市宮城野区岩切字稲荷２１ 255－5555 内 科 

鹿島デンタルオフィス 仙台市青葉区通町2－7－19 233－8077 歯 科 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由

がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当する

に至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。 

①要介護認定によりご契約者が自立又は要支援、要介護度１・２と判定された場合 

 但し、要介護１・２と判定された場合において、施設以外の生活が困難と認めら 

対  象  者 区  分 居 住 費 食  費 

生活保護受給者 利用者負担 

第１段階 
０円 ３００円 

市
町
村
民
税
非
課
税
者 

世
帯
全
員
が 

老人福祉年金受給者 

課税年金収入額と合計所得金額が８

０万円以下の方 

利用者負担 

第２段階 
４３０円 ３９０円 

利用者負担第２段階以外の方 

（年金と年金以外の合計所得額が８

０万円超１２０万円以下の方） 

利用者負担 

第３段階① 
４３０円 ６５０円 

利用者負担第２段階以外の方 

（年金と年金以外の合計所得額が１

２０万円超の方） 

利用者負担 

第３段階② 
４３０円 １,３６０円 

上記以外の方 
利用者負担 

第４段階 
９１５円 １,４４５円 
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れる場合には、一定の要件を満たした上で管轄の自治体担当者から付帯された意 

見を基に総合的に判定し、特例的に入所を認める（特例入所）こととする 

②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖

した場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施

設サービスを実施しない場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事

情が認められる場合 

⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける

恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

（２）事業者からの申し出により退所していだだく場合（契約解除） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

①ご契約者及びその家族代表者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重

要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契

約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者及びその家族代表者による、サービス利用料金の支払いが６か月分以

上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者及びその家族等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従

事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい

不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合 

④ご契約者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込ま 

 れる場合もしくは入院した場合 

⑤ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施 

 設に入院した場合 
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当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）円滑な退所のための援助 

   ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に

対して速やかに行います。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

７．残置物引取人 

  契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。 

 ただし、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自

身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

※入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは

可能です。 

８．苦情の受付について 

（１） 当施設における苦情の受付（介護保険上の苦情の受付） 

介護保険についての当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］  生活相談員  鈴木 宏幸・進藤 美奈 

   ○苦情解決責任者  

６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。 

但し、入院期間中であっても、１ヶ月分の利用料金をご負担いただきます。 

 

①検査入院等、６日間以内の短期入院の場合 

３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができま

す。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時に

ホームの受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護

の居室等をご利用いただく場合があります。この場合、入院期間中の所定の

利用料金をご負担いただく必要はありません。 

 

②７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合がありま

す。この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 
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    ［職名］  園   長  宍 戸  衡 

   ○受付時間 ９：００～１８：００ 

行政機関その他苦情受付機関 

仙台市健康福祉局 

介護事業支援課 施設指導係 

所在地  仙台市青葉区国分町３丁目７－１ 

電話番号 ０２２（２１４）８３１８ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

泉区役所介護保険課介護保険係 

所在地  仙台市泉区泉中央２丁目１－１ 

電話番号 ０２２（３７２）３１１１ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

宮城県国民健康保険団体連合会 

所在地  仙台市青葉区上杉１丁目２－３ 

電話番号 ０２２（２２２）７７００ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

宮城県社会福祉協議会 

所在地  仙台市青葉区本町３丁目７－４ 

電話番号 ０２２（２２５）８４７６ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

（２） 当施設における苦情の受付（福祉サービス上の苦情の受付） 

福祉サービスについての当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  

 

      ○苦情受付担当者 

    ［職名］  生活相談員  鈴木 宏幸・加藤かおり 

   ○苦情解決責任者  

    ［職名］  園   長  宍 戸  衡 

   ○第三者委員 評 議 員  日野 秀逸 

          監   事  小林しげ子 

行政機関その他苦情受付機関 

福祉サービス利用に関する運営適正化委員会 

所在地  仙台市青葉区本町３丁目７－４ 

電話番号 ０２２（７１６）９６７４ 

受付時間 ９：００～１６：００ 

 

９．事故発生時・緊急時の対応方法 

職員は、事業実施時に、利用者の状態に急変、その他緊急事態や事故が発生した場合、速

やかに主治医、家族等に連絡を取る等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。 
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令和  年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い、交

付しました。 

 

特別養護老人ホーム 泉和荘 

説明者職名       生活相談員 

 

氏名                                印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、本書面を交付され、指定介護福

祉施設サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

利用者住所：                               

 

 

利用者氏名：                           印 

 

 

家族代表者氏名：                         印 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    鉄筋コンクリート造平屋建て 

（２）建物の延べ床面積   １７４３．６７㎡ 

（３）併設事業 

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

  [短期入所生活介護] 平成１２年４月１日 

宮城県指定０４７５５００１２０号   定員４名 

  [通所介護]     平成１２年４月１日 

宮城県指定０４７５５００２８６号   定員２５名 

  [居宅介護支援事業] 平成１２年４月１日 

宮城県指定０４７５５０００７０号 

（４）施設の周辺環境 当施設の建物は、近代的な吹抜のあるホール等、明るく開放的な施設

です。 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種>  

介護職員・・・・・ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言 

         等を行います。 

         ３名の利用者に対して１名の介護職員を配置しています。 

生活相談員・・・・ご契約の日常生活上の相談に応じ、便宜生活支援を行います。 

         ２名の生活相談員を配置しています。 

看護職員・・・・・主にご契約者の健康管理や療養上の世話、薬剤の管理を行いますが、日 

常生活上の介護、介助も行います。 

         ５名の看護職員を配置しています。 

機能訓練指導員・・ご契約者の機能訓練を担当します。 

         １名の機能訓練指導員を配置しております。（看護職員との兼務） 

介護支援専門員・・ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

         １名の介護支援専門員（生活相談員と兼務）を配置しています。 

医  師・・・・・ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

         １名の嘱託医師を配置しています。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する

「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と

連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30日前までに、要

介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとと

もに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急や 

 むを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を 

 拘束する場合があります。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって

知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に

漏洩しません。（守秘義務） 

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に 

 ご契約者の心身等の情報を提供します。 

 また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書 

 にて、ご契約者の同意を得ます。 

 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に

対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③施設サービス計画は、要介護認定有効期間終了１ヶ月前、もしくはご契約者

及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の

必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画

を変更します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、

その内容を確認していただきます。 

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案作成

やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 
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５．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）面会 

 面会時間   ８：００～２０：００ 

※ 来訪される場合、感染症対策及び衛生管理上、差し入れは一切禁止とさせていただきま

す。面会の際にご一緒に召し上がる分のみ持ち込は可とします。上記の内容に反する行

為により事故が起きた場合、当施設は一切の責任を負いません。尚、看取りケアなど特

別な状況においては、この限りではございません。 

（２）外出・外泊 

外出、外泊をされる場合は、事前（３日前まで）にお申し出下さい。 

（３）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。 

（４）施設・設備の使用上の注意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価

をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合

には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、

その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行

うことはできません。 

（５）非常防災対策について 

  当施設は、非常防災に備え、当施設の防災計画に基づき年２回の夜間想定の総合防災訓練を

実施するとともに設備等の整備を行う。また、定期的な消防訓練・防災訓練等を実施する。 

（６）喫煙 

 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

（７）診断書の提出義務 

  入所者は、施設の入所に際して、入所者の健康状態等を把握するための泉和会所定の診断書

を提出するものとする。 

６．損害賠償について 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかに

その損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場

合があります。 
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別紙１．非常災害時の対策 

非常時の対応 
 別途定める「特別養護老人ホーム泉和荘防火規程」にのっとり

対応を行います。 

近隣との 

協力関係 

根白石消防団と婦人防火クラブに総合防災訓練時に参加してい

だだき避難訓練を体験してもらい、非常災害時の協力をお願いし

ている。 

平常時の 

 

訓 練 等 

 

防災設備 

別途定める「消防計画」にのっとり年２回夜間及び昼間を想定し

た避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉 １個所 

避 難 階 段 なし 屋 内 消 火 栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘 導 灯 ９個所 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非 常 用 電 源 あり 

カーテン布団等は防炎性能のあるものを使用しております。 
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個人情報提供同意書 

 

サービス事業者 

特別養護老人ホーム 泉和荘 御中 

 

 

 私は、介護サービス計画書に記載された内容及びサービスを提供する上で知り得た情報に 

 

つき、サービスの提供を受けるために必要な限度で、個人に関する情報を用いることに同意し 

 

ます。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者氏名：                印 

                                      

 

家族代表者氏名：              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


